
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋田市のボランティア・活動情報誌 

  

編 集 ・ 発 行  秋田市ボランティアセンター 

所 在 地  秋田市八橋南一丁目８番２号 

連 絡 先  ＴＥＬ ０１８（８６２）９７７４ 

ＦＡＸ ０１８（８６３）６０６８ 

ホームページ  https://www.akita-city-shakyo.jp/ 

発 行 日  令和５年３月１０日 

近頃は暖かな日射しを感じられるようになりましたが、 

皆さまいかがお過ごしでしょうか？ 

寒く辛かった冬が終わり、これからは気持ちの良い季節ですね。 

…とは言え、今年は花粉の飛散量がとても多いようなので、 

花粉症の方にとっては非常に悩ましい時期でもありますが…      

でもせっかくなら花粉なんかに負けずに春を堪能したいものです。 

ＶＯＬ.１７１ 



 

 

 

 
 

援農ボランティアは担い手のいない農家や人手の足りない農家など、実情に合わせて各農家をサポートするものです。 

～農作業で心と体をリフレッシュしましょう！～ 

【活動内容】 受入農家から提示された農作業全般 

【活動期間】 令和５年４月から令和６年３月まで 

【作業日時】 受入農家とボランティアの希望により決定します 

【活動場所】 秋田市内の農家の田んぼや畑 

【募集人数】 受入農家   ２０農家程度 

       ボランティア ５０名程度（高校生以上） 

【交通手段】 現地集合・現地解散となります。現地へは各自でお越しください 

【そ の 他】 ・ボランティアは事前にボランティア保険へ加入していただきます（自己負担なし） 

       ・受入農家とボランティアには実施前にオリエンテーションを行います 

 

 

 

 
 

発達障害（自閉症スペクトラム・注意欠陥多動症）があるため「集団行動」、及び「隙間時間を含む 1人時間に 

自らやることを決め取り組むこと」がとても苦手な 30代女性と、おしゃべりしながら定期的に余暇内容を一緒 

に考え活動してくださるボランティアさんを探しています。誰とも接点が持てていない孤立感と焦燥感が込み上 

げてきて物事が手につかなくなる状態に困っています。 

 

【日  時】 活動場所の開館時間内で、ボランティアさんのご都合に合わせます 

【場  所】 活動内容に応じてご相談の上決めたいと思います。現地集合・現地解散でお願いしています 

【費  用】 ボランティアさんの分については自己負担でお願いしています。施設によっては、障害者手帳 

（療育・精神）付き添い割引が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 💛令和５年度援農ボランティア募集💛 

さとぴあ 

≪お申込み・お問い合わせ≫ 

秋田市農山村地域活性化センターさとぴあ 

ＴＥＬ：０１８－８９３－３４１２（10：00～18：00） 

 

 

 

秋田市ボランティアセンター 

💛話し＆余暇活動相手ボランティア募集（個人への支援）💛 

過去にボランティアさんと行った活動 

スポーツ：バドミントン・卓球・水泳など 

物 作 り：自宅にある生地や手芸キットを活用して、実用品を工作する 

自然散策：トレッキングや写真を撮ったり、観光施設見学するなど 

 

このようなことをボランティアさんに教えてもらいながら一緒に活動し

てきました。  

≪お申込み・お問い合わせ≫ 

依頼者：木村 香月 ＴＥＬ：０９０－８１７７－８３８４ 

          メール：k_1ri249kai27-0-amae23su70a9.but_byeka5-ke456.myfriend-dailylife@hotmail.com 

又は、秋田市ボランティアセンター 

          ＴＥＬ：０１８－８６２－９７７４ 

詳しい内容は 

こちらをご覧 

ください。 

     

 

 
 

 
 

 

チラシＱＲコード 



 

 

 
 

～目の不自由な方々のために点字や録音の本を作ってみませんか？～ 

秋田県点字図書館では、視覚に障害のある方への情報提供を目的に、書籍等をボランティアの方に点訳・音訳してい 

ただき、貸出をしています。令和５年度も図書製作活動をしていただく点訳・音訳ボランティアの方を養成する講座 

を実施いたします。※事前説明会終了後、養成講座の受講申し込みを受け付けます。 

【事前説明会】 ５月１０日（水）１０：００～  ※申込締切 ５月９日（火） 

【講 座 期 間】 点訳奉仕員養成講座 令和５年６月１日～令和６年２月２８日まで（全３０回）（予定） 

                   毎週水曜日 １０：００～１２：００ 

         音訳奉仕員養成講座 令和５年６月１日～令和５年１１月１６日まで（全２１回）（予定） 

毎週木曜日 １０：００～１２：００ 

         ※６月１日（木）は開講式を行います。受講決定者の方は、必ず出席ください。 

【会 場】 秋田県点字図書館 研修室（説明会・講座とも） 

【定 員】 点訳・音訳各講座１０名程度（受講希望者の中から選考を行います） 

【受 講 料】 無料（ただし、テキスト代等は実費となります） 

【そ の 他】 受講にあたっては特別な資格を必要としませんが、ボランティア活動はパソコンを使用して 

         行いますので、パソコンの基本操作が可能で、パソコンを所有または、購入の予定のある方 

         が望ましいです。また、実際の図書製作では、点訳・音訳それぞれの機材等の準備が別途必 

要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆☆令和５年度 点訳・音訳奉仕員養成講座受講生募集のご案内☆☆ 

詳細につきましては、当館ホームページをご覧ください。 

≪お問い合わせ・申し込み≫ 

秋田県点字図書館 TEL：０１８－８４５－００３１ 

         E ﾒｰﾙ：tenji@fukinoto.or.jp 

 

 

◆今年度のボランティアセンター登録者（個人・団体） 

様へ更新手続きのご案内を、お送りしました。 

更新する場合は、忘れずにお手続きください。 

※現在ボランティアセンター登録者の方で、令和５ 

年度もボランティア活動保険にご加入される方は、

「ボランティア活動状況調べ」の提出（登録更新手続 

き）も同時にお願いいたします。 

秋田市ボランティアセンター 

  高齢者・障害者世帯への除雪支援活動報告 

 

秋田市ボランティアセンターでは、今年度も除雪ボラ 

ンティア（２月末現在 ４９６名登録）の協力により、 

自力で除雪ができない高齢者や障害者世帯へ支援を行 

いました。今冬は 1 月下旬に大寒波が襲来しましが、 

シーズン通しては降雪量が少なく、除雪活動がほとん 

どない状況でした。そのため残念ながら活動していた 

だく機会はほぼありませんでしたが、学校の部活動や 

企業有志の方など初めての方も含め多くの方にご登録 

いただきありがとうございました。 

幸いなことに雪が少なかった今シーズンですが、来シ

ーズンもご協力よろしくお願いいたします。 

活動風景 

秋田市ボランティアセンター 
からのお知らせです 

≪お問い合わせ≫ 

秋田市ボランティアセンターへ 

TEL：０１８－８６２－９７７４ 

◆ボランティア情報の発行について 

 現在、年６回（奇数月）発行しているボランティア 

情報ですが、令和５年度より年４回の発行となりま 

す。今後はボランティアセンター登録者の皆さまへ、 

メールにて情報発信することもありますので、この 

機会にメールアドレスのご登録にご協力ください。 

※更新時の「ボランティア活動状況調べ」にご記入 

ください。 

 

  



 

 

 

◆趣旨：地域共生社会の実現につながる活動を行っている高齢者中心のボランティアグループ及び高齢者を主な対象 

として活動するボランティアグループに対し、利他性を有する活動にて継続的に使用する用具・機器類の取得資金 

を助成します。 

◆助成対象：地域において、助成の趣旨に沿った活動を行っている、個人が任意で参加する比較的小規模なボランティ 

アグループで、必要要件（「グループ結成以来の活動実績：満３年以上（令和５年３月末時点）」等）を満たす団体 

◆助成対象となる活動：高齢者を対象とした生活支援サービスや他世代との交流を図る活動等 

◆助成金額：１グループにつき上限額１０万円 

◆応募方法及び期限：所定の申請書に必要事項を記入の上、社会福祉協議会の推薦を受け、当財団に直接下記宛郵送 

願います。（期限） 令和５年５月１９日（金）（必着） 

※応募要領・申請書は当財団のホームページからＰＤＦ形式でダウンロードできます。 

◆助成決定通知に関すること等他詳細は応募要領にてご確認ください。 

ボランティア募集・イベント情報受付中！！ 

次回の発行は令和５年６月頃を予定しております。 

「○○ボランティア募集」や「ボランティア団体の活動紹介」「メンバー募集」「講座・イベント情報」など

各種ボランティア情報の掲載をご希望の方は、５月３１日（水）頃までご連絡ください。 

掲載は無料です。ご連絡お待ちしております。 

秋田市ボランティアセンター TEL:０１８（８６２）９７７４  FAX:０１８（８６３）６０６８ 

 

 

 

今年度ボランティア活動保険に加入（令和４年４月１日以降）した方の保険の補償期間が３月３１日で満了します。 
新年度も保険加入を希望する方は更新の手続きをお願いいたします。 

≪補償金額（保険金額）と保険料≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動保険のご案内 
 

 基本プラン 天災・地震補償プラン 特定感染症重点プラン 

ケガの補償 

死亡保険金 １，０４０万円 

後遺障害保険金 １，０４０万円（限度額） 

入院保険日額 ６，５００円 

手術保険金 
入院中の手術 ６５，０００円 

外来の手術 ３２，５００円 

通院保険金日額 ４，０００円 

特定感染症 補償開始日から 10日以内は補償対象外＊ 補償開始日から補償 

地震・噴火・津波による死傷 × ○ ○ 

賠償の補償 賠償責任保険金（対人・対物共通） ５億円（限度額） 

年間保険料 ３５０円 ５００円 ５５０円 

 

 

公益財団法人 みずほ教育福祉財団 

 ✿✿第４０回「老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業のご案内✿✿ 

≪お問い合わせ・申請書送付先≫ 

公益財団法人みずほ教育福祉財団 福祉事業部 

〒１００－０００５ 東京都千代田区丸の内１－６－１ 丸の内センタービルディング 

ＴＥＬ：０３－５２８８－５９０３  ＦＡＸ：０３－５２８８－３１３２ 

ホームページ：http://www.mizuho-ewf.or.jp E-mail:fjp36105@nifty.com 

 

＊３月末までに契約手続きが完了し、前年度から継続して契約された場合は初日から補償します。 

＜基本プランおよび天災・地震補償プランに加入される方へ＞ 

・基本プランでは地震・噴火・津波に起因する死傷は補償されません。 

・特定感染症重点プランでは中途加入の場合でも補償開始日より特定感染症が補償対象となります。 

 パンフレットなど詳細は･･･ふくしの保険で検索、または秋田市ボランティアセンター窓口まで 

 

  


